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平成２６年度第１回広島市うつ病・自殺対策推進連絡調整会議 会議録（要旨） 

 

１ 開催日時  平成２７年３月６日（金）午後６時３０分～午後８時 

２ 開催場所  広島市役所 本庁舎 １４階 第７会議室 

３ 出席委員  樋口副会長、板谷委員、大西委員、木ノ元委員、塩山委員、島本委員、田中委員、 

豊田委員、森田委員、山崎委員 

広島県警察本部生活安全総務課課長補佐 名越氏（小出来委員の代理） 

広島弁護士会 弁護士 秋田氏（風呂橋委員の代理） 

広島大学大学院医歯薬保健学研究院救急医学 岩崎氏（谷川委員の代理） 

（１８名中１０名出席） 

４ ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  広島県健康福祉局健康対策課長（代理）、広島県立総合精神保健福祉センター所長、 

鎗田労働衛生コンサルタント事務所所長 

５ 事 務 局  障害福祉部長、精神保健福祉課長、精神保健福祉センター次長、精神保健福祉センタ

ー相談課長、こども・家庭支援課長、こども・家庭支援課施設整備・連携推進担当課

長、雇用推進担当部長（事）雇用推進課長（代理） 

６ 議  事  議題１ 全国及び広島市における自殺の現状について 

議題２ 広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて 

議題３ うつ病・自殺対策の取組状況について 

ア 広島市における取組（平成 26年度取組状況及び平成 27年度実施予定） 

イ 各団体等における取組 

７ 発言要旨 

区分 発言要旨 

開会 

障害福祉部長 （挨拶） 

事務局 （配付資料確認） 

（委員紹介（名簿配布に代える）） 

（改選委員紹介） 

議題１ 全国及び広島市における自殺の現状について 

事務局 （議題１ 全国及び広島市における自殺の現状について、資料１及び２により説

明） 

山崎委員 広島市は 8 区あるが、区によって人数にバラつきがあるとか、何か特徴がある

のか。やはり、対策を立てる上で、ある程度地域の数を知って重点的に対策を立

てるということもひとつの方法ではないかと思う。 

秋田氏（弁護士会） 広島市の人数等はわかったが、県北とか、何か数値的なことでなくてもいいの

で、違いのようなものを把握されていることがあったら参考にさせていただきた

いと思う。 

名越氏（県警） 区ごとの人数について、今、警察署は区単位であり、警察署単位で数値を計上

しているので、ほぼ区ごとの数値に合致していると思うが、区の人口に対する比

率を統計上とっていないのでわからない。感覚として、それほど広島市域で地域

差はないと思う。都市部と田舎で差があるかというと、総数では都市部より田舎

は数が少ないが、人口も少ないので、感覚的にはそれほど差はないと思う。ただ、

田舎は、若干、高齢者がよく自殺しているかなという感じはある。 

山崎委員 東広島市の場合は中心部の人数が多いと思う。 

事務局（精神保健

福祉課長） 

平成 25年は、広島市の自殺者は減少したが、広島県全域では増加している。逆

に平成 26年は、まだ人口動態統計による年間自殺者数が公表されていないが、県

全域では減少しているが、広島市は増加傾向にあるので、自殺の原因・動機をみ

ていかないといけない。 
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塩山委員 東日本大震災、3.11以降、福島県の自殺者の数が 57人、岩手県の数は問い合わ

せている。広島市も、8.20 の土砂災害によって、そういうおそれがでてくる可能

性がないかどうかも、今後のこととして何か考えていったらいいのではというこ

とを思った。 

事務局（精神保健

福祉センター相談

課長） 

塩山委員の発言について、広島市の状況を御説明させていただきたい。 

発災直後から避難所を中心に、保健師が心身の健康管理に関わって活動してい

き、避難所が閉鎖された後も、自宅に帰れず公営住宅等にお住まいになっている

方、あるいは地域に帰り自宅に戻られた方への家庭訪問も実施してきた。そうし

た中で、御遺族の方の心の痛みもあり、また、大切な人や物、家屋を失われた方

の心の痛みも非常に大きく、そういう意味から、中長期的に関わりを続けていく

中で、心のケアの部分も継続して実施していくよう考えている。 

議題２ 広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて 

議題３ うつ病・自殺対策の取組状況について（広島市における取組） 

事務局（精神保健

福祉課長） 

（議題２ 広島市うつ病・自殺対策推進計画の中間見直しについて、資料３によ

り説明。また、「議題３ うつ病自殺対策の広島市の取組」の内容もこの計画に対

応しているため、広島市の取組状況について資料４及び５により説明） 

秋田氏（弁護士会）  少ない予算の中で効果を出していかないといけないため大変だとは思うが、予

算案では広報啓発事業に大きなお金が使われている。もちろん啓発事業も大事で

はあるが、例えば、隔年でリーフレットを作るとか、より重要なところ、未遂者

への支援の部分とかに使うというのもひとつの方法ではないか。それと、自死遺

族の研修会へも予算を付けられているが、自死遺族の会を支援するだけではなく、

取組においてもそういったところの声を聴いて反映させていくということができ

ればと思っている。例えば、市の研修会に参加したときに、父が自死で亡くなら

れた男性の方が「学校の命の大切さの授業が耐えられなかった」という話をされ

ていたのを聞き、確かに命の大切さの教育は大切だと思うが、そういう生徒がお

られる可能性がある場合に、やり方によっては逆効果になってしまうので、その

辺も含めて自死遺族の会の方への支援に反映が出来ればと思う。あと、スクール

カウンセラーという言葉があちこちに出てきたが、広島弁護士会で何年か前に子

供の貧困を考えるシンポジウムを行った時に、スクールソーシャルワーカーを広

島市でも置いていて、学校で福祉の制度を紹介するという非常に重要な職業であ

るということを学んだ。社会的要因による自殺の防止という意味では、生活困窮

者であるとか、ひとり親であるといった家庭の事情によって、そういった福祉職

の方が学校や家庭に入り、生活保護の申請であるとか借金の整理であるとかとい

うことをするという意味では、資料３にある「社会的な取組で自殺を防ぐ」の中

にスクールソーシャルワーカーという言葉もいれていただければと思った。 

事務局（精神保健

福祉課長） 

 １点目の、普及啓発に要する費用であるが、毎年、結構な額を投入しているが、

広島市民に対して行っている意識調査の結果で、今なお 3 割弱の人がうつ病に対

して正しく理解していない状況があり、また、自殺総合対策大綱においてもしっ

かり啓発活動を行うようにというのがあるので、そうしたことを受けて啓発事業

を毎年実施するようにしている。ただ、これまでは、国が各都道府県に配分して

いる自殺対策緊急強化基金（補助率 10 分の 10）を使っていたが、平成 27 年度か

ら補助率等が見直されたので、今後はどこまで普及啓発に予算を充てられるかと

いうのは問題意識としてある。来年度、再来年度の事業を検討するにあたって、

限られた予算をどこに投入していくかということを充分考えていきたいと思って

いる。 
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それから、スクールソーシャルワーカーに力を入れてほしいということについ

ては、本日、教育委員会の職員が急遽出席できなくなったため、しっかりと取り

組むよう担当課に伝える。 

事務局（精神保健

福祉センター相談

課長） 

 自死遺族の会について、精神保健福祉センターにおいて、御遺族の方のわかち

あいの会を開催しており、その中で御遺族の方の声を受け止めているが、今後も、

更にしっかりと声を受け止めていくようにしたいと思っている。 

もうひとつ、昨年度、広島県総合精神保健福祉センターにおいて、広島県内で

活動している自死遺族のわかちあいの会の団体に声をかけて、各団体の方が集ま

って活動の情報交換をしたり、連携して取り組もうというような動きが出ており、

そうした中で、様々な御意見が出されると思うので、しっかりと受け止めながら

今後の施策に反映していければと思っている。 

板谷委員  特に自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ取組をしっかりと行ってもらわないと

いけないということで、精神科と救急との連携ということを中間見直しの中で掲

げられており、これは予算との連動が必要で、人手もかかるということになるが、

具体的にどのように進められるつもりか説明をお願いしたい。 

事務局（精神保健

福祉課長） 

 自殺未遂者の自殺を防ぐ取組として、まずはできることから行っていこうとい

うことで、平成 26年度は相談機関を掲載したリーフレットやカードを作成し、消

防救急隊員や医療機関に従事するスタッフなどに意識付けを行って、自殺未遂を

されて搬送された人に直接渡して相談機関につないでいくという取組を始めたと

ころである。来年度は市内の 40近い病院群輪番制参加医療機関等の職員を対象に

コーディネーター研修を行って、自殺未遂者にどのように介入して支援していく

べきかというところを学んで、そういった方々から支援、介入をしていただこう

と考えている。 

木ノ元委員  平成 26年度の施策の中で、自殺未遂者へリーフレットを手渡すというのは、件

数でどれぐらいの実績があるのか。どのような手ごたえ、成果があったのか。 

事務局（精神保健

福祉課長） 

 全ての救急車に相談機関を掲載したカードを載せている。自殺未遂をして搬送

される方は、とにかく早く運んで早く治療をしなければいけないというのがある

ので、実態としてなかなかカードを渡すだけの余裕がないというのが現実である。

他の政令指定都市でも、把握している範囲で 7 都市が同じような取組を行ってい

るが、実績はそこまでないと聞いている。結果として、偶然かもしれないが、カ

ードを配布した 7都市は全て自殺者が減っているという統計が出ているのを見て、

広島市でも取組を始めた。消防局では、この方は大丈夫だとか比較的軽いとか、

例えば家族の方から子どもが悩んでいるとかいうようなことが搬送中にあれば、

こういった相談機関があるから活用してくださいということで渡すような対応を

している。その後、8.20土砂災害があったため、消防局へ現状は聞けていない。 

岩崎氏（広島大学 

病院救急） 

 自殺未遂者についての認識が我々と少しずれているかなと思うのは、未遂者は 7

割、8割方は既に精神科へかかっている方で、病院から沢山処方された向精神薬を

大量に飲んで搬送される方が広島大学病院にはたくさん来るが、そういう方に対

して、相談機関を掲載したリーフレットを手渡すというのは少し違う側面がある

ような気がする。その辺が救急隊がなかなか渡しづらいというところにも関係し

ているのかなという気がした。 

山崎委員  救急隊が、その場でリーフレットを渡すのは心理的に難しいと思う。運ばれて

いる方は「死ぬんじゃないか」、「このまま命がなくなるんじゃないか」と思って

いるときに渡すのは救急隊もプレッシャーを感じると思うので、むしろ救急病院

で命が助かった後に渡していただく方が、本人にとっても家族にとってもありが
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たいと思う。 

もう一つは、各病院から職員を集めて研修会を開くということだが、職員は忙

しいのでどこまでスタッフが集まるか。そう考えると、出前講座として、精神科

の先生に各病院に出向いてもらって、仕事が終わった後に 30分くらい講座を開い

てもらうというやり方もあるので、そういったやり方の方がより効果があると思

う。 

事務局（精神保健

福祉課長） 

 自殺未遂者へのカードの渡し方は、最初に所管する消防局にこの話を持ちかけ

た時は「自殺者を一人でも減らすためにできることはしっかりと協力していきた

い。ただ、搬送されたすべての人に渡すことは不可能である。ほとんどの方は一

刻を争う状況であり、そこまでの余裕はないので、基本的には家族の方の同意が

得られた場合に家族の方に渡すということになるので実績としてはあまりないか

もしれないが、それでも良いか。」と相談を受けたので、それで良いと返事をした。

他都市に聞いても、そんなには渡せていないという状況である。 

 それから、コーディネーター研修については、いただいた御意見を参考に考え

ていきたいと思う。 

議題３ うつ病・自殺対策の取組状況について（各団体等における取組） 

板谷委員 （広島県看護協会の取組について資料６により説明） 

 今年度は、ここに掲載しているようにゲートキーパー養成としての研修会と、

看護職員のメンタルヘルス対策の研修ということで、共通のもので実施しており、

3月 20日の新任研修において、現段階で 350人の参加を予定している。 

大西委員 （広島労働局の取組について資料６により説明） 

 労働安全衛生法が昨年 6月に改正され、今年の 12月からストレスチェック制度

というものが導入されるので、その周知も今年度は実施する。 

名越氏（県警） （広島県警の取組について口頭で説明） 

 広島市の方から頂いたリーフレットを各署に配布し、自殺未遂や関与があった

時に配るようにという指示をしている。なお、今までは保護・自殺対策を担当し

ているのは実質 1 名だったのが、この度の人事異動で、人身安全というＤＶ・ス

トーカー絡みで体制が強化され、保護・行方不明・自殺対応をしている係の方も 2

名の増員ということで、自殺対策も統計作業だけでなく、もう少し対応できるの

ではないかと思う。 

島本委員 （広島市社会福祉協議会の取組について資料６により説明） 

 社協では広島市から受託して「広島市くらしサポートセンター」を平成 26 年 9

月 1 日から開設し、経済的困窮などの諸課題を持つ方の相談を受けているが、社

協でできることには限界があるので、ハローワーク、福祉事務所、NPO法人などの

関係機関につなぎ、連携を取りながら行っていくという風に思っている。 

 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の利用者のなかには、うつ病を持って

いる方や自殺志向性を持っている方がいらっしゃるので、専門員、総合相談員が

その予防のための相談支援をきちんと行っていくことが大事であると思ってい

る。 

豊田委員 （広島産業保健総合支援センターの取組について資料６により説明） 

平成 26年 4月 1日に組織変更があり、メンタルヘルスの問題は、今までは労働

者個人の相談にも応じていたのが、事業所からの依頼ということになった。しか

し、実際には相談を受ければ相談に応じるし、管理・監督者向けのメンタルヘル

ス教育も行うし、個別訪問も行っている。ただ、件数がそれまでと比べてかなり

減っている。また、先ほど大西委員の方からあったストレスチェック制度が次年
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度から実施されると、労働者の問題でチェックしたものを産業医が直接携わって

事業所には教えないという形でいくため、そこにどういった形で産業医が携わっ

てピックアップして、治療に向けて専門医へ紹介していくのかが、これからの大

きな課題であると思う。 

秋田氏（弁護士会） （広島弁護士会の取組について、資料６により説明）  

「自死遺族の直面する問題を考える」というシンポジウムで、大阪弁護士会自

死遺族支援連合団の生越（おごし）弁護士が講演する予定になっている。その中

で、賃貸物件の中で自死した場合とか、鉄道に飛び込むなどした場合とか、レン

タカーなどで自死した場合とか、色々なことで遺族が直面する法律問題を詳しく

説明していただくことになっているので、弁護士自身も、自死遺族の法律問題に

ついて広く、どの弁護士でも対応できるように教育をしていかなければいけない

と思っている。 

それからもう一つのチラシを見ていただきたいが、「暮らしとこころの相談会」

を 3月と 9月に行っている。 

御配りしている資料の中に「広島弁護士会の相談窓口一覧」というのがあるが、

これは保存版で活用していただければと思う。自治体も載っているし、子どもと

か、交通事故とか、犯罪被害とか、労働問題とかそれぞれの無料相談窓口を作っ

ている。 

山崎委員 （広島県精神神経科診療所協会の取組について、資料６により説明） 

 広島県精神神経科診療所協会としては「こころの健康よろず相談」を実施して

いる。その他、各会員が各保健所で行っている精神保健福祉相談に協力している

し、色々な講演会、広島県産業保健総合支援センターの講演会、研修会へも講師

として参加させていただいている。 

広島市精神保健家

族会連合会 

（広島市精神保健家族会連合会の取組について、資料６により説明） 

当事者の病的な自殺願望には家族の愛情を伝える以外には方法がなく、家族を

支えるのは傾聴に徹した家族会の相談支援だと思う。 

法令では、早期退院、就労促進を即されるが、障害による体力が伴わない現実

があることを理解していただきたい。 

本人の焦る気持ちが病気を悪化させる要因にもなっている。 

 障害者権利条約の制定により当事者が守られることは家族としては安心である

が、家族にも人権・人生が有る。 

当事者を含めた家族支援が必要かと思う。 

※ 委員が欠席のため、事務局から資料を読上げた。 

広島市医師会 （広島市医師会の取組について、資料６により説明） 

うつ病・自殺対策の推進のためのかかりつけ医・精神科医との研修会を医師会

単位で３回実施した。また、こころの健康よろず相談を、福山、広島で実施した。

また、広島市精神科医会と広島市医師会の協力により、2週間に 1回、各区保健セ

ンターにおいて精神保健福祉相談を行った。 

※ 委員が欠席のため、事務局から資料を読上げた。 

樋口副会長 （広島いのちの電話の取組について、資料６により説明） 

いのちの電話は、365 日 24 時間眠らぬダイヤルということで、毎日電話を受け

ているが、１年間に約 16,000件近い件数の電話がかかっている中で、約 10％から

12、13％が自死傾向のある方である。そういう中で、先ほどから未遂者の話がで

ているが、毎日電話をかけてくる頻回者がいて、そのほとんどの方が未遂歴があ

る。ほとんど全員が未遂歴がある方というのはすごく意味深い統計ではないかと
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思う。 

森田委員 （広島市民生委員・児童委員協議会の取組について、口頭で説明） 

民生委員としては、昨年はうつ病はどのような人がなりやすいのかとか、うつ

病から自殺に関わる状況とか、そういううつ病の研修を各区ごとに実施した。今

年もそういった研修を予定している。民生委員は生活苦の人の生活保護の問題と

か障害者の問題とか、他にも取り組んでいる。 

塩山委員 （広島県臨床心理士会の取組について、口頭で説明） 

臨床心理士会は、現実に自死遺族の人の面接を行っていて、今回の広島の土砂

災害の被害者の支援ということで、無料で面接を引き受けている。 

自死の問題でいうと、ものすごく丁寧に、非常に神経を使う支え方をしないと

いけないという面で大変であるけれど、それでも、そういう支え方をしていくこ

とによって二次災害を防ぐということが可能になってきていると感じている。 

意見等 

秋田氏（弁護士会） 平成 27年度の予算案については大きくは変更できないとしても、次は重点的に

未遂者への支援に、もっとお金と人を充てるよう、平成 28年度以降は検討いただ

ければと思う。いのちの電話への支援とか、最前線の病院とか相談員を経済的に

支援する方へ力を入れていただければと思う。 

障害福祉部長 ご指摘のとおりだと思っている。 

平成 28年度に向けて、市としても人とお金の配分に関して、より効果的となる

ように考えていきたいと思う。 
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